
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校学習指導要領（平成 29年告示）（抜粋） 

第１章 総則 

第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割 

 

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すと

ころに従い，児童の人間として調和のとれた育成を目指し，児童の心身の発達の段階や特

性及び学校や地域の実態を十分考慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これらに

掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。 

 

２ 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，第３の１に示す主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた授業改善を通して，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展

開する中で，次の⑴から⑶までに掲げる事項の実現を図り，児童に生きる力を育むことを目

指すものとする。 

 

⑴ 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決するた

めに必要な思考力，判断力，表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り組む態度を

養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際，児童の

発達の段階を考慮して，児童の言語活動など，学習の基盤をつくる活動を充実するととも

に，家庭との連携を図りながら，児童の学習習慣が確立するよう配慮すること。 

⑵ 道徳教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊かな心や創造性の涵

養を目指した教育の充実に努めること。 

    学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要として学

校の教育活動全体を通じて行うものであり，道徳科はもとより，各教科，外国語活動，総合

的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて，児童の発達の段階を考慮し

て，適切な指導を行うこと。 

    道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自

己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。 

    道徳教育を進めるに当たっては，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学

校，その他社会における具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊

重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに，平

和で民主的な国家及び社会の形成者として，公共の精神を尊び，社会及び国家の発展

に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性

のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 学校における体育・健康に関する指導を，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育

活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現

を目指した教育の充実に努めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上

に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導について

は，体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及び

総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において

適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を

送るための基礎が培われるよう配慮すること。 

 

３ ２の⑴から⑶までに掲げる事項の実現を図り，豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り

手となることが期待される児童に，生きる力を育むことを目指すに当たっては，学校教育全

体並びに各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科

等」という。ただし，第２の３の⑵のア及びウにおいて，特別活動については学級活動（学校

給食に係るものを除く。）に限る。）の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのか

を明確にしながら，教育活動の充実を図るものとする。その際，児童の発達の段階や特性等

を踏まえつつ，次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものとする。 

⑴ 知識及び技能が習得されるようにすること。 

⑵ 思考力，判断力，表現力等を育成すること。 

⑶ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。 

 

４ 各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現

に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状

況を評価してその改善を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を

確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して，教育課程に基づき組織的かつ計

画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」とい

う。）に努めるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 教育課程の実施と学習評価 

 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 各教科等の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 

⑴ 第１の３の⑴から⑶までに示すことが偏りなく実現されるよう，単元や題材など内容や時

間のまとまりを見通しながら，児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を行うこと。 

    特に，各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり，思考力，判断力，表

現力等や学びに向かう力，人間性等を発揮させたりして，学習の対象となる物事を捉え思

考することにより，各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考え

方」という。）が鍛えられていくことに留意し，児童が各教科等の特質に応じた見方・考え方

を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形

成したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向

かう過程を重視した学習の充実を図ること。 

⑵ 第２の２の⑴に示す言語能力の育成を図るため，各学校において必要な言語環境を整

えるとともに，国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて，児童の言語活動を充実する

こと。あわせて，⑺に示すとおり読書活動を充実すること。 

⑶ 第２の２の⑴に示す情報活用能力の育成を図るため，各学校において，コンピュータや

情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え，これらを適切

に活用した学習活動の充実を図ること。また，各種の統計資料や新聞，視聴覚教材や教

育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。あわせて，各教科等の特質に応じて，

次の学習活動を計画的に実施すること。 

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の

基本的な操作を習得するための学習活動 

イ 児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために

必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動 

⑷ 児童が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を，計画的に取り入

れるように工夫すること。 

⑸ 児童が生命の有限性や自然の大切さ，主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働

することの重要性などを実感しながら理解することができるよう，各教科等の特質に応じた

体験活動を重視し，家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫

すること。 

⑹ 児童が自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設けるなど，児童の興味・関心を生

かした自主的，自発的な学習が促されるよう工夫すること。 

⑺ 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童の主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善に生かすとともに，児童の自主的，自発的な学習活動や読書

活動を充実すること。また，地域の図書館や博物館，美術館，劇場，音楽堂等の施設の活

用を積極的に図り，資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 道徳教育に関する配慮事項 

 

道徳教育を進めるに当たっては，道徳教育の特質を踏まえ，前項までに示す事項に加え，

次の事項に配慮するものとする。 

 

１ 各学校においては，第１の２の⑵に示す道徳教育の目標を踏まえ，道徳教育の全体計画を

作成し，校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教

師」という。）を中心に，全教師が協力して道徳教育を展開すること。なお，道徳教育の全体

計画の作成に当たっては，児童や学校，地域の実態を考慮して，学校の道徳教育の重点

目標を設定するとともに，道徳科の指導方針，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容との

関連を踏まえた各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動における指導の

内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示すこと。 

 

２ 各学校においては，児童の発達の段階や特性等を踏まえ，指導内容の重点化を図ること。

その際，各学年を通じて，自立心や自律性，生命を尊重する心や他者を思いやる心を育て

ることに留意すること。また，各学年段階においては，次の事項に留意すること。 

⑴ 第１学年及び第２学年においては，挨拶などの基本的な生活習慣を身に付けること，善

悪を判断し，してはならないことをしないこと，社会生活上のきまりを守ること。 

⑵ 第３学年及び第４学年においては，善悪を判断し，正しいと判断したことを行うこと，身近

な人々と協力し助け合うこと，集団や社会のきまりを守ること。 

⑶ 第５学年及び第６学年においては，相手の考え方や立場を理解して支え合うこと，法や

きまりの意義を理解して進んで守ること，集団生活の充実に努めること，伝統と文化を尊重

し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重すること。 

 

３ 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，集団宿泊活動やボランティア活動，自

然体験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また，道徳教育の指

導内容が，児童の日常生活に生かされるようにすること。その際，いじめの防止や安全の確

保等にも資することとなるよう留意すること。 

 

４ 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極的に公表した

り，道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど，

家庭や地域社会との共通理解を深め，相互の連携を図ること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 特別活動（抜粋） 

第１ 目標 

 

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践的に

取り組み，互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通

して，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

⑴ 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて

理解し，行動の仕方を身に付けるようにする。 

⑵ 集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成

を図ったり，意思決定したりすることができるようにする。 

⑶ 自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生

活及び人間関係をよりよく形成するとともに，自己の生き方についての考えを深め，自己

実現を図ろうとする態度を養う。 

 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

 

〔学校行事〕 

１ 目 標 

全校又は学年の児童で協力し，よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して，集団

への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養いながら，第１の目標に掲げる資質・能力を育

成することを目指す。 

 

２ 内 容 

 １の資質・能力を育成するため，全ての学年において，全校又は学年を単位として，次の各

行事において，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資する体験的な活

動を行うことを通して，それぞれの学校行事の意義及び活動を行う上で必要となることにつ

いて理解し，主体的に考えて実践できるよう指導する。 

⑴ 儀式的行事 

    学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の

展開への動機付けとなるようにすること。 

⑵ 文化的行事 

    平素の学習活動の成果を発表し，自己の向上の意欲を一層高めたり，文化や芸術に親

しんだりするようにすること。 

⑶ 健康安全・体育的行事 

    心身の健全な発達や健康の保持増進，事件や事故，災害等から身を守る安全な行動

や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力

の向上などに資するようにすること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 遠足・集団宿泊的行事 

    自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然

や文化などに親しむとともに，よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道

徳などについての体験を積むことができるようにすること。 

⑸ 勤労生産・奉仕的行事 

勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活動などの社会奉仕の精神

を養う体験が得られるようにすること。 

 

３ 内容の取扱い 

⑴ 児童や学校，地域の実態に応じて，２に示す行事の種類ごとに，行事及びその内容を重

点化するとともに，各行事の趣旨を生かした上で，行事間の関連や統合を図るなど精選し

て実施すること。また，実施に当たっては，自然体験や社会体験などの体験活動を充実す

るとともに，体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりする

などの事後の活動を充実すること。 

 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。  

⑴ 特別活動の各活動及び学校行事を見通して，その中で育む資質・能力の育成に向け

て，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，よりよい人間

関係の形成，よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己実現に資するよう，児童

が集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践

的に取り組む中で，互いのよさや個性，多様な考えを認め合い，等しく合意形成に関わり

役割を担うようにすることを重視すること。 

⑵ 各学校においては特別活動の全体計画や各活動及び学校行事の年間指導計画を作

成すること。その際，学校の創意工夫を生かし，学級や学校，地域の実態，児童の発達の

段階などを考慮するとともに，第２に示す内容相互及び各教科，道徳科，外国語活動，総

合的な学習の時間などの指導との関連を図り，児童による自主的，実践的な活動が助長

されるようにすること。また，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工

夫すること。 

⑶ 学級活動における児童の自発的，自治的な活動を中心として，各活動と学校行事を相

互に関連付けながら，個々の児童についての理解を深め，教師と児童，児童相互の信頼

関係を育み，学級経営の充実を図ること。その際，特に，いじめの未然防止等を含めた生

徒指導との関連を図るようにすること。 

⑷ 低学年においては，第１章総則の第２の４の⑴を踏まえ，他教科等との関連を積極的に

図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わり

までに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に，小学校入学当初においては，生活

科を中心とした関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をすること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容

や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

⑹ 第１章総則の第１の２の⑵に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関連を考慮

しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，特別活動の特質に応じて

適切な指導をすること。 


